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【手続補正書】
【提出日】令和3年3月5日(2021.3.5)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複合現実ビューイングシステムであって、
　　ビューアを通してテーマを見るために安定したプラットフォームに固定されユーザに
よって操作可能なように構成された前記ビューアであって、
　　　ディスプレイデバイスと、
　　　ズーム制御部を備えるユーザインタフェースと、
　　　少なくとも一つのセンサであって、少なくとも一つのカメラを備える前記少なくと
も一つのセンサと、
　　を備える前記ビューアと、
　　前記ビューアに通信可能に結合されたコンピュータグラフィック生成システムであっ
て、
　　　前記ズーム制御部の倍率を決定し、
　　　前記ズーム制御部が第一の倍率でズームされているとの決定に応答して前記ビュー
アの前記少なくとも一つのカメラを介してキャプチャされた現実世界環境の画像データに
スーパーインポーズされる拡張現実グラフィックを含むストリーミングメディアを生成し
、
　　　前記ズーム制御部が前記第一の倍率とは異なる第二の倍率でズームされているとの
決定に応答して仮想現実環境のさらなるストリーミングメディアを生成し、
　　　前記ビューアの前記ディスプレイデバイスに表示される前記ストリーミングメディ
アまたは前記さらなるストリーミングメディアを送信する
　　ように構成された前記コンピュータグラフィック生成システムと、
　を備える、複合現実ビューイングシステム。
【請求項２】
　前記コンピュータグラフィック生成システムが、
　　前記ズーム制御部が前記第一の倍率でズームされているとの決定に応答して前記ディ
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スプレイデバイスに表示される前記現実世界環境の前記画像データにスーパーインポーズ
される前記拡張現実グラフィックを含む前記ストリーミングメディアを送信し、
　　前記ズーム制御部が前記第一の倍率よりも高い前記第二の倍率でズームされていると
の決定に応答して前記ディスプレイデバイスに表示される前記仮想現実環境の前記さらな
るストリーミングメディアを送信する
　ように構成された、請求項１に記載の複合現実ビューイングシステム。
【請求項３】
　前記ビューアが、
　　前記ディスプレイデバイスおよび前記ユーザインタフェースを備えるビューア部であ
って、前記ビューア部が画角を調整するために前記ユーザによって回転可能である、前記
ビューア部と、
　　前記ビューア部に回転可能に結合され、前記ビューアを前記安定したプラットフォー
ムに固定して結合する固定部と、
　を備える、請求項１に記載の複合現実ビューイングシステム。
【請求項４】
　前記ビューアの前記ディスプレイデバイスが第一のディスプレイおよび第二のディスプ
レイを備え、前記第一のディスプレイが前記ユーザの第一の目に前記ストリーミングメデ
ィアまたは前記さらなるストリーミングメディアを表示するように構成され、前記第二の
ディスプレイが前記ユーザの第二の目に前記ストリーミングメディアまたは前記さらなる
ストリーミングメディアを表示するように構成される、請求項１に記載の複合現実ビュー
イングシステム。
【請求項５】
　前記第一のディスプレイおよび前記第二のディスプレイが前記ユーザ以外のゲストにも
前記第一のディスプレイ上、前記第二のディスプレイ上、またはその両方の前記ストリー
ミングメディアまたは前記さらなるストリーミングメディアが見えるようにする各特徴的
な寸法を含む、請求項４に記載の複合現実ビューイングシステム。
【請求項６】
　前記ビューアがスピーカーを備える、請求項１に記載の複合現実ビューイングシステム
。
【請求項７】
　前記ビューアの前記少なくとも一つのカメラの各カメラが少なくとも毎秒６０フレーム
のフレームレートおよび少なくとも４０００画素の水平解像度を有するデジタルハイスピ
ードカメラを備える、請求項１に記載の複合現実ビューイングシステム。
【請求項８】
　前記少なくとも一つのセンサが一または二以上の向きおよび位置センサ、一または二以
上の多自由度慣性測定ユニット、一または二以上の光センサ、一または二以上の存否セン
サ、一または二以上のアンテナ、またはそれらの組み合わせを備える、請求項１に記載の
複合現実ビューイングシステム。
【請求項９】
　リモートディスプレイデバイスを備え、前記コンピュータグラフィック生成システムが
前記リモートディスプレイデバイスに表示される前記ストリーミングメディアまたは前記
さらなるストリーミングメディアを送信するように構成される、請求項１に記載の複合現
実ビューイングシステム。
【請求項１０】
　前記コンピュータグラフィック生成システムが前記ビューア周辺の前記現実世界環境の
モデルを有し、前記モデルが前記現実世界環境に対する前記ビューアの空間的な情報を備
える、請求項１に記載の複合現実ビューイングシステム。
【請求項１１】
　定位置ビューアであって、
　　ユーザにストリーミングメディアを表示するように構成されたディスプレイと、
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　　前記定位置ビューア周辺の現実世界環境の画像データをキャプチャするように構成さ
れたカメラと、
　　前記ストリーミングメディアの生成のための情報を収集するように構成された少なく
とも一つのセンサと、
　　前記ユーザが前記ディスプレイに表示される前記ストリーミングメディアにズームイ
ンおよびズームアウトすることが可能になるように構成されたズーム制御部を備えるユー
ザインタフェースと、
　　コンピュータグラフィック生成システムであって、
　　　前記現実世界環境の前記画像データおよび前記少なくとも一つのセンサによって収
集された前記情報を受信し、
　　　少なくとも前記画像データおよび前記情報に基づいて前記ストリーミングメディア
をレンダリングし、
　　　前記ズーム制御部が予め決められた閾値倍率を超えてズームされているとの決定に
応答して前記ストリーミングメディアを拡張現実環境から仮想現実環境へと遷移する
　　ように構成される、コンピュータグラフィック生成システムと、
　を備える、定位置ビューア。
【請求項１２】
　前記カメラが毎秒少なくとも６０フレームのフレームレートおよび少なくとも４０００
画素の水平解像度を有するデジタルハイスピードカメラを備える、請求項１１に記載の定
位置ビューア。
【請求項１３】
　前記ディスプレイに表示される前記ストリーミングメディアに対応するオーディオ効果
を提供するように構成された一または二以上のスピーカーを備える、請求項１１に記載の
定位置ビューア。
【請求項１４】
　前記少なくとも一つのセンサが一または二以上の向きおよび位置センサ、一または二以
上の多自由度慣性測定ユニット、一または二以上の光センサ、一または二以上の存否セン
サ、一または二以上のアンテナ、またはそれらの組み合わせを備える、請求項１１に記載
の定位置ビューア。
【請求項１５】
　前記ディスプレイが前記定位置ビューアの前記ユーザ以外の一または二以上のゲストに
も前記ディスプレイ上の前記ストリーミングメディアが見えるようにする特徴的な寸法を
含む、請求項１１に記載の定位置ビューア。
【請求項１６】
　前記少なくとも一つのセンサによって収集された前記情報がユーザ情報を備え、前記デ
ィスプレイに表示される前記ストリーミングメディアの少なくともいくつかのコンテンツ
が前記ユーザ情報に基づいて前記ユーザに対してカスタマイズされる、請求項１１に記載
の定位置ビューア。
【請求項１７】
　方法であって、
　　定位置ビューアの少なくとも一つのセンサおよびユーザインタフェースからリアルタ
イムデータを受信することと、
　　コンピュータグラフィック生成システムを介して前記リアルタイムデータを分析する
ことと、
　　前記リアルタイムデータに基づいて、前記コンピュータグラフィック生成システムを
介してゲーミング効果を生成することであって、前記コンピュータグラフィック生成シス
テムを介して前記ゲーミング効果を生成することは、
　　　前記ユーザインタフェースのズーム制御部が第一の倍率でズームされているとの決
定に応答して現実世界環境のビジュアリゼーションにオーバーレイされる拡張現実グラフ
ィックを含むストリーミングメディアを生成することと、
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　　　前記ユーザインタフェースの前記ズーム制御部が前記第一の倍率とは異なる第二の
倍率でズームされているとの決定に応答して前記現実世界環境の前記ビジュアリゼーショ
ンを置き換える仮想現実グラフィックを含むさらなるストリーミングメディアを生成する
ことと、
　　を含む、ゲーミング効果を生成することと、
　　前記コンピュータグラフィック生成システムを介して前記ストリーミングメディアま
たは前記さらなるストリーミングメディアを含む前記ゲーミング効果を前記定位置ビュー
アに送信することと、
　　前記コンピュータグラフィック生成システムを介して前記定位置ビューアのディスプ
レイに前記ストリーミングメディアまたは前記さらなるストリーミングメディアを表示す
ることと、
　を含む、方法。
【請求項１８】
　前記第二の倍率が前記第一の倍率よりも大きい、請求項１７に記載の方法。
【請求項１９】
　前記リアルタイムデータを受信することが、前記定位置ビューアの一または二以上の向
きおよび位置センサ、一または二以上の多自由度慣性測定ユニット、一または二以上の光
センサ、一または二以上の存否センサ、または一または二以上のアンテナを少なくとも介
して収集されたデータを前記コンピュータグラフィック生成システムを介して受信するこ
とを含む、請求項１７に記載の方法。
【請求項２０】
　　前記コンピュータグラフィック生成システムを介して予備のストリーミングメディア
または予備のさらなるストリーミングメディアをさらなる定位置ビューアに送信すること
であって、前記予備のストリーミングメディアおよび前記予備のさらなるストリーミング
メディアが前記さらなる定位置ビューアの視点からの前記定位置ビューアに表示される前
記ストリーミングメディアおよび前記さらなるストリーミングメディアにそれぞれ対応す
るビジュアリゼーションコンテンツを備える、送信することと、
　　前記コンピュータグラフィック生成システムを介して前記さらなる定位置ビューアの
各ディスプレイに前記予備のストリーミングメディアまたは前記予備のさらなるストリー
ミングメディアを表示することと、
　を含む、請求項１７に記載の方法。
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